
災害対策に係る財政支援を求める意見書 
 

近年、平成29年７月九州北部豪雨をはじめとする記録的な集中豪雨や局地的大雨
による災害が頻発しているほか、平成28年熊本地震等の大規模な地震が発生するな
ど、国民の安全・安心を脅かす事態が生じている。平成25年７月及び26年７月には、
本県南部を中心に豪雨に見舞われ、河川の氾濫による家屋の流失や浸水、農地や道
路の冠水など、甚大な被害が発生した。 
こうした中、国においては、国土強靭化基本計画に基づき、強靭な国づくりを計

画的に進めている。本県においても、平成28年３月に「事前防災及び減災等のため
の山形県強靭化計画」を策定し、今後想定される大規模自然災害から県民の生命と
財産を守り、持続的な成長を実現するため、強靭な県土づくりに取り組んでいると
ころである。 
しかしながら、治水対策や公立学校施設の耐震化などの災害対策の推進に必要な

財源の確保が課題となっている。また、災害から国民の生命を守るために市町村に
よる迅速かつ適切な避難勧告等の発令が求められる中、災害救助法の適用に至らな
い場合に生じる費用負担が、その発令を躊躇する一因になっている。そのため、こ
れら災害対策に対する国の安定的かつ継続的な財政支援が不可欠である。 
 よって、国においては、激甚化・頻発化する災害から国民の生命及び財産を守る
ため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 
 

記 
 
１ 地方公共団体管理の中小河川の治水対策の推進に対する財政支援を拡充するこ
と。また、水害の際の迅速かつ効率的・効果的な防災行動に有効な水害対応タイ
ムラインの策定など、「大規模氾濫減災協議会」において位置付けられた取組み
に対し、重点的に財政支援を行うこと。 

２ 市町村が躊躇することなく、迅速かつ適切に避難勧告等を発令できるよう、発
令に伴い市町村が負担する費用について、災害救助法の適用に至らない場合にお
いても財政支援措置を講じること。 

３ 児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時には地域住民の避難場所と
しての役割も担う公立学校施設について、耐震化の早期完了に向け、耐震化事業
に係る国庫補助について必要な予算を確保すること。 

 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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